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○
文
部
科
学
省
令
第
四
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
八
条
の
二

部
活
動
指
導
員
は
、
中
学
校
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
、
科
学
等
に
関
す
る
教
育
活
動
（
中
学
校
の
教

育
課
程
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
技
術
的
な
指
導
に
従
事
す
る
。

第
七
十
九
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
七
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
準
用
す
る
。

第
百
四
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。
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第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
第
七
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
五
条
第
四
項
中
「
及
び
第
七
十
八
条
」
を
「
、
第
七
十
八
条
及
び
第
七
十
八
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
第
七
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
七
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


